
国税徴収

件  数 金　額 件  数 金　額 件  数 金　額 件  数 金　額

件 千円 件 千円 件 千円 件 干円

29 246,945 72 44,897 - - 101 291,842

129 2,259,961 79 48,485 - - 208 2,308,446

- 2,301 - 60 - - - 2,361

6 48,800 4 4,776 - - 10 53,576

3 77,252 3 5,673 - - 6 82,925

116 1,833,088 102 64,580 - - 218 1,897,668

33 545,465 42 18,293 - - 75 563,758

平 成 13 年 度

以 前 許 可 分

平 成 14 年 度

許 可 分

　

90 55,489 93 14,155 - - 183 69,644

- - 962 7,442,161804 7,360,830 158 81,331

- - 123 468,50855 453,093 68 15,415

963 1,520,739 235 58,161 - - 1,198 1,578,900

許 可 未 済

延 納 現 在 額

（ 徴 収 決 定 未 済 ）

区　　　　　分

収 納 未 済

申
請
及
び
許
可
等
の
状
況

徴
収
決
定

徴
収
状
況

取 下 げ

却 下

相　続　税 贈　与　税 所　得　税 合　　　　計

許 可

（３）　年賦延納状況

平 成 13 許 可 未 済

平 成 14 年 度 申 請

更 正 減 等

調査対象：  平成14年4月1日から平成15年3月31 日までの間に相続税及び贈与税の年賦延納並びに所得税法132

条の規定による所得税の延納について、申請、許可、収納等のあったものである。 
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